
再就職している皆様へ 
１ お勤めされている間の年金の停止 

(在職支給停止)について 
 

(１)お勤めの形態 

お勤めの形態によっては、年金の一部または全部が停止されることがあります。 
 

お 勤 め の 形 態 

ア お勤め先で厚生年金保険に加入

(70 歳未満の方) 

イ 厚生年金保険 70 歳以上被用者 

(70 歳以上の方で厚生年金保険の適用事業

所に使用される方) 

ウ 国会議員 

  地方議会議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 70 歳以上の方の場合には標準報酬月額に相当する額、標準賞与に相当する額となります。 
 

 

(２)在職支給停止の計算(1か月当たりの停止額) 

年金と賃金の合計額が 50万円（※）を超えたら、年金の全部または一部が停止されます。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 令和６年４月から、支給停止調整額が「48 万円」⇒「50 万円」に変更となりました。  

 
 
２ 標準報酬月額について 
 

(１)標準報酬月額 

・基本給のほか、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた総支給額により算出します。 

・１等級(８万８千円)～32等級(６５万円)に区分された等級の金額です。 

・毎年、事業主(勤務先)から年金事務所へ届け出ることにより決定します(定時決定)。 

・定時決定をした後に、再就職先の給料等に大幅な変更があった場合は、次の定時決定を待たずに標準 

報酬月額を改定します(随時改定)。 

停止なし 

ア.イ.ウ.に該当せず 

年金と賃金の合計額により在職支給停止の計算 (2)へ 

いずれかに該当 

50 万円を超える場合 

【停止額(月額)】 

(年金＋賃金－50 万円)×1/2 

 

 

 

(注)停止額の計算を行った結果、報酬比例部分(厚生年金相当部分)が

全額停止となる場合、「加給年金額」も併せて全額停止されま

す。 

年金と賃金の合計額 50 万円以下 停止なし 

年金(退職共済年金＋老齢厚生年金)×1/12        賃金 標準報酬月額＋(直近 1 年間の標準賞与額×1/12) 

職域年金相当部分(経過的職域加算額)、          直近 1年間の標準賞与額は次項をご参照ください（※）。 
経過的加算額(65歳以上)、加給年金額を除きます。      



適用される標準報酬月額 適用時期 

定時決定 ４月～６月に支払った報酬月額の平均による等級額 ９月～翌年８月まで 

随時改定 
基本給等の固定給が変動した月以後、３か月の報酬月額

の平均による等級額(２等級以上差が生じたとき) 

固定給の変動月から数えて４か月目の月から 

・６月以前の改定…当年８月まで

・７月以後の改定…翌年８月まで

※ 標準報酬月額の決定・改定については、勤務先または最寄りの年金事務所にお尋ねください。

(２)給料が大幅に変動した場合の在職支給停止

例えば、４月から基本給等の固定給が変動し、４月～６月の平均で算出した標準報酬月額の等級が大幅(２等

級以上)に変動した場合は、標準報酬月額が７月から改定され(随時改定)、７月分の年金から停止額が変更とな

ります。なお、７月分の年金は８月支給期に支払われますが、日本年金機構等から標準報酬月額の情報提供が

遅れた場合は、その後の情報提供があり次第、７月分に遡って年金支給額を調整します。 

３ 直近１年間の標準賞与額について 

(１)標準賞与額

・名称を問わず、３か月を超える期間ごとに受けるもののことです。

・その月に支払われた賞与額の 1,000円未満を切り捨て、上限は 150万円です。

(２)在職支給停止の計算に使用する直近１年間の「標準賞与額」の範囲

■標準賞与額の範囲(６月と１２月に賞与が支給されたケース)
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４月分○アの範囲(令和５年５月～令和６年４月の賞与が対象) ６月分○ウの範囲(令和５年７月～令和６年６月の賞与が対象) 

５月分○イの範囲(令和５年６月～令和６年５月の賞与が対象)  ７月分○エの範囲(令和５年８月～令和６年７月の賞与が対象） 

(３)「標準賞与額」の仮計算
令和６年８月支給期において、日本年金機構等から令和６年６月の標準賞与額の情報提供が遅れている場合

は、令和５年６月と 12月の標準賞与額（○イの範囲）を仮に使用して在職支給停止を計算し、令和６年 10 月支

給期以降に差額を調整します。 

４ 在職支給停止額の試算について 
あくまでも試算となりますが、次のエクセルファイルで試算可能ですので参考にしてください。 

また、端数処理の関係で数字が合わないこともありますので、ご承知おきください。 

老齢厚生年金⇒こちら 

※ 平成 27 年 9 月 30 日までに決定された退職共済年金を受給している方については、対応しておりません。

※１１が賞与支給月 

令和６年６月支給期(４・５月分)の在職支給停止の 
計算に使用する標準賞与額の範囲 

令和６年８月支給期(６・７月分)の在職支給停止の 
計算に使用する標準賞与額の範囲 

https://www.chikyosai.or.jp/guide/qa/download/estimate_teishi.xlsx

